
  新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、感染源と接する機会を少なくする
 観点から電話での希望による処方箋の発行が臨時的に認められています。

  患者様から電話にて処方箋の発行依頼があった場合は、下記のとおり対応いたし
 ます。なお、対象者は当院に受診歴のある患者様に限らせていただきます。

（患者様）病院代表電話（０１７２－３２－４３１１）へお電話ください
 平日 ９時００分 ～ １２時００分
  ※電話診療の希望日の２日前までにお電話ください。

（患者様）電話受診を希望する旨をお伝えください。

看護師が内容（慢性疾患の有無、処方薬等）を確認します。

  （主治医が電話診察可能と判断）
 ※主治医への確認に時間を要する場合は一度お電話を切らせて
  いただき、主治医へ確認後に当院から患者様へお電話をします。

看護師が電話診療日時を患者様へ伝えます。

主治医から患者様へ電話が入ります。

電話診察後、処方箋が発行されます。

ご希望の薬局へ病院から処方箋をFAXいたします。
翌日の午後以降に薬局で薬をお受け取りください。
診療費は原則として次回来院時のお支払いとしますが、一定期間
経過した場合は請求書を送付させていただきます。
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電話診療による処方箋発行についてのご案内

電話診療による処方箋発行のフローチャート


